
議案第 ６ 号 

 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動

法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人

の基準等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦  

 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動

法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人

の基準等に関する条例（平成２４年川崎市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第１号エ中「第２０８条の３」を「第２０８条の２」に改める。 

附 則 

 この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

（平成２５年法律第８６号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。 

平成２６年 ２ 月１８日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

刑法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するもので

ある。 

 




